
子育てするなら子育てするなら三豊が一番！三豊が一番！ 子 ど も ・ 子 育 て ・ 笑 顔 の み と よ

ここ み笑 通信え

★★1111月のお知らせ★月のお知らせ★

9 月生まれの9 月生まれの
赤ちゃん赤ちゃん

25人

はじ
めましてはじ
めまして

（（男の子10人男の子10人
女の子15人女の子15人））

ホームページにも
アクセスしてください!!

子育て情報満載!!

ケータイ・スマホは
こちらからアクセス!

対象 日程 場所
４カ月児健診

（令和2年7月生まれ） 個別に案内します
三野町

保健センター
10カ月児相談

（令和2年1月生まれ）
1歳6カ月児健診 延期となっている対象者から

順次個別に案内します3歳児健診

乳幼児健診

◎時間を分散しての案内、体調の確認などにご協力いただきます。

10カ月児相談

▶申し込み・問い合わせ　子育て支援課　☎73−3016

対象 日程・時間 場所
18歳未満の子どもとその保護者

（希望者は20日までに電話でお申し込
みください）

 24日（火）
13：30～16：00 市役所3階

◎県の専門員が相談に応じます。 ◎保護者のみの相談も可能です。

児童相談

※3つの「密」などの感染リスクを回避する対策をして開催す
る予定ですが、今後の状況に応じてやむを得ず延期や中止
になる可能性があります

対象 日程・時間 場所
16週以降の妊婦と家族

（希望者は11月30日～12月9日の間
に電話でお申し込みください）

13日（日）
10：00～11：50

三野町
保健センター

パパママ教室★★1212月のお知らせ★月のお知らせ★

ペアメン Café 三豊

ウィズの会 ～発達障がい児（者）の保護者のつどい～

幼稚園講師・保育士さんを
募集します！

12 月 6 日（日）午前 10 時～正午
三野町保健センター
発達の気になる子ども、発達障がい、障
がいがあるなどの子どもを育てる保護者
同じ経験のある保護者（ペアレントメ
ンター）を交えての座談会
事前に申し込みが必要

11 月 12 日（木）午前 10 時～正午
三豊合同庁舎（観音寺市）
勉強会・座談会「本人のために家族ができること」
発達面で気になる子どもを持つ保護者など
事前に申し込みが必要

日 時
場 所
対 象 者 

内 容 

注意事項

日 時
場 所
内 容
対 象 者
注意事項

▶申し込み・問い合わせ
　NPO法人ペアレントメンターかがわ
　　080-2978-8304
　E-mail：info@pmentor-kagawa.org▶申し込み・問い合わせ　西讃保健福祉事務所　☎25–2052

要　　件
幼稚園教諭、保育士、看護師、准看護
師の資格を持っている人（令和3年3
月に資格取得見込みの人も応募可）

給与・賞与
月額190,900円～
　　269,600円（クラス担任）
※賞与年2回（期間率による）

勤務時間 7時間45分／日（時差出勤あり）、
休憩60分

休　　日 土・日曜日、祝日、年末年始

加入保険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、
労災保険

任用期間 令和3年4月1日～令和4年3月31日
申込期間 11月2日（月）から

令和3年度に市内の幼稚園・保育所・認定こども園で
勤務できる人を募集します。

▶申し込み・問い合わせ  保育幼稚園課  ☎73-3036
学校教育課  ☎73–3131

❶
❷
❸
❹

木
きのした

下 丈
じょうしろう

士朗ちゃん
2019年11月3日
雅也・るみ（仁尾町）
これからも笑顔で丈
夫に育ってね♡

❶
❷
❸
❹

佐
さとう

藤　律
りつ

ちゃん
2019年11月25日
晃斗・明里（詫間町）
これからもたくさん
遊んで元気いっぱい
笑顔で過ごそうね♪

❶
❷
❸
❹

田
たなか

中　智
ちな

菜ちゃん
2019年11月16日
智顕・可奈子（詫間町）
誕生日おめでとう。
にっこりちなちゃん
大好きだよ♡

❶
❷
❸
❹

高
たかつ

津　蓮
れん

ちゃん
2019年11月7日
悟史・真弓（山本町）
いつもニコニコ笑
顔な蓮くん。元気に
すくすく大きくな
ってね。

❶
❷
❸
❹

大
おおもり

森　麗
れい

生ちゃん
2019年11月7日
康弘・奈緒子（豊中町）
1歳おめでとう。笑
顔がすてきなわが家
のアイドル。

ふぉとぎゃらりぃふぉとぎゃらりぃ 11月
生まれ

❶おなまえ
❷生年月日
❸保護者名（町名）
❹メッセージ

市内在住で、満1歳の誕生日
を迎える愛どるを募集してい
ます。

申し込み期間　市ホームペー
ジから申請書をダウンロード
し、必要事項を記入の上、写
真を添えて秘書課まで持参
してください。メールでお申
し込みの場合は、申請書と写
真データを添付してhisho@
city.mitoyo.lg.jpまでお送り
ください。（送信後、要連絡）
受付期間 
11月10日（火）～30日（月）

▲

申し込み・問い合わせ
秘書課　☎73−3001

愛どる募集

※このコーナーの個人情報を営業目的などに利用することを禁じます。

1月生まれの

◆しつけと称した体罰も虐待になります
しつけとは、子どもが自律した社会生活を送れるようサポートして社会性を育む行為です。
例え、親がしつけのためだと思っても、身体に苦痛や不快感を意図的にもたらす行為である場合は、
どんなに軽いものであっても体罰に該当します。

◆子どもの目の前での暴力も虐待になります
家庭内の DV（配偶者暴力）を子どもが見聞きする面前 DV も心理的虐待になります。

令和２年4月から体罰は法律で禁止されました

児童虐待とは 大きく 4 つのパターンに分けられます。

・身体的虐待　 ・性 的 虐 待
・ネグレクト　 ・心理的虐待

（育児放棄）

こんなときには、1人で悩まず相談を！

ＳＯＳサインに気付いたら相談を！

●子どもを怒りすぎてしまう
●誰にも相談できずひとりぼっち
●子どもが言うことを聞いてくれない
●イライラして子どもにあたってしまう
●子育てに自信が持てない
●子どもがかわいいと思えない
●思いがけず妊娠！どうしたらいいのか不安…

●子どもに不自然な傷やあざがある
●子どもが家に帰りたがらない
●子どもが夜間寒い日でも家の外にいる
●毎晩のように長時間子どもの泣き声が聞こえる
●保護者が子どもの養育に無関心
●絶え間なく保護者が子どもを叱る、ののしる

虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、ご自身が出産や子育てに悩んだときは、市役所の相談窓口や西部子ど
も相談センター（児童相談所）にご相談ください。連絡・相談した人の秘密は守ります。

●三豊市相談ダイヤル　73-3665
受付時間　平日 午前８時３０分～午後５時１５分

●西部子ども相談センター　0877-24-3173
受付時間　平日 午前８時３０分～午後５時１５分

※緊急の場合は、時間外や土日・祝日でも西部子ども
　相談センターへご相談ください。 ▲問い合わせ　子育て支援課　☎ 73–3016

児童虐待防止推進月間
11月は

～児童虐待は社会全体で解決すべき問題です～


